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保護者の皆様へ
大阪市教育委員会

「特別支援教育就学奨励費」のお知らせランドセル・通学カバン・通学服などの
領収書類（領収書・レシートなど）の提出は不要となりました




大阪市立の小・中学校または義務教育学校の特別支援教育にかかる保護者の経済的負担を軽減するために、学用品費等の一部を支給する「特別支援教育就学奨励費」制度があります。
これまで「特別支援教育就学奨励費」の「新入学学用品費」「通学用品費」の申請には領収書類の添付が必要でしたが、令和５年度より定額での支給となるため領収書類の提出は不要となります。

特別支援教育就学奨励費は、お子さまが特別支援学級（ひまわり学級やなかよし学級等）に在籍している場合や、身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの場合などには申請することができます。

～特別支援教育就学奨励費の申請理由に該当される方～
①「特別支援学級で学んでいる児童・生徒」の保護者
② 通常学級で学んでいる「学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいがある児童・生徒」の保護者
③ 通常学級で学びながら週1回程度「障がいに応じた通級指導教室に通っている児童・生徒」の保護者

〇特別支援学級で学んでいる児童・生徒については、制度の詳しいお知らせや
申請書等を、5月中旬以降に学校からお配りする予定です。
〇通常学級で学んでいる②あるいは③の児童・生徒で特別支援教育就学奨励費の申請を希望される方は、学校にお申し出ください。

※「特別支援教育就学奨励費」とは別に、経済的にお困りの方へ、給食費や学用品費などを援助する「就学援助」制度があります。「就学援助」の申請については、お子さまが通っている学校にお問合せください。

≪お問合せ先≫
　学校運営支援センター事務管理担当（就学支援グループ）
　電話：06-6115-7641
